
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ版 

平成２１年１１月１０日発行  

（次号の発行は１１月２５日です。） 

お知らせ版に関する問合せは総務課へ 

（担当：八代
やつしろ

和樹
か ず き

 ３３－６００２） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 

お知らせ版は、ホームページからダウンロード 

できます。 

 

 

大勢の来場者のもと、盛大に行いました 

 １１月３日（火）文化
会館にて新富町町制施
行５０周年記念式典を
執り行いました。 

 式典では、永年にわた
り町の発展にご尽力い
ただいた方々への表彰
状及び感謝状の授与の
ほか、町の５０年のあゆ
みをビデオ上映しまし
た。 

５０年のあゆみを振
り返り、「元気・安全・
安心で暮らせる豊かな
新富町」の実現に向け、
希望に満ちた新たな「新
富町」を皆で創っていき
ましょう。 

藤山塵芥中間受入施設の臨時閉鎖 
 １２月６日（日）は新田原基地において、
航空祭が開催されます。 
 当日は、基地周辺にて混雑が予想されるた
め、藤山塵芥中間受入施設を臨時閉鎖いたし
ます。 
☆年末のごみの搬入は計画的に！ 
１２月の粗大ごみ搬入日は次のとおりで

す。年末は混雑が予想されますので計画的な
搬入にご協力ください。 
○搬入日 

１２月 

５日（土）、１２日（土） 
１３日（日）、１９日（土） 
２０日（日）、２６日（土） 
２７日（日） 

○搬入時間 
 ・午前の部：午前９時～正午 
 ・午後の部：午後１時～午後４時 
※問合せ先 町民生活課 
 ３３－６０７２ 

１１月町税の納期 
○今月の町税 
 国民健康保険税 第５期 
○納期限 
 １１月２５日（水）⇒口座振替日 
 １１月３０日（月）⇒納期 
 １２月 ７日（月）⇒再口座振替日 
（口座振替の方は、事前に残高のご確認をお
願いします。） 

☆町税の納付は、便利な口座振替をご利用く
ださい。 

○１１月、１２月は滞納整理月間に位置づけ
ております。町税に未納のある方につきま
しては給与や預貯金などの財産差押等、滞
納処分を行っております。税務課では未納
分について随時ご相談を受け付けておりま
すので至急ご来庁ください。 

※問合せ先 税務課 
３３－６０７６



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリー読書の日 
 町は、小中一貫教育研究事業として「読書
活動」を推進しています。 
中でも、毎月２３日を「ファミリー読書の

日」とし、ご家庭で最低１０分間の読書活動
をしていただく取り組みを、小中学校を中心
に始めています。 
 学校や公民館の図書室を利用し、毎月２３
日はご家庭で読書活動に取り組んでみません
か。その時はぜひ、テレビやラジオ等を消し
て取り組んでみてください。 
※問合せ先 新富町小中一貫読書推進委員会 
 （教育総務課）３３－６０７９

絵本の読み聞かせ交流会開催 
絵本の読み聞かせ交流会を次のとおり行

います。絵本を読んだ後は、簡単な工作や手
遊びも行いますので、小学生のみなさんや小
さい子どもをお持ちの保護者のみなさん、読
み聞かせに興味のあるみなさん、お誘い合わ
せのうえぜひお越しください。 
○日程：１１月２１日（土） 
○時間：午前１０時～午前１１時 
○場所：中央公民館 図書室 
※問合せ先 そらいろのたね 

  代表：芳野
よしの

章子
しょうこ

 ３３－４９１７ 
 生涯学習課 

  ３３－１０２２ 

子育て応援特別手当の執行停止 
 平成２１年９月２５日付けの「お知らせ
版」でご案内しました子育て応援特別手当
（平成２１年度版）に関しまして、その趣旨
を活かしつつ、より充実した新しい「子ども
手当」の創設など、子育て支援策を強力に推
進するため、手当の支給執行が停止されるこ
ととなりました。 
 この手当は、本年度において小学校就学前
３年間に属するお子様一人あたり、３万６千
円を支給することとなっていました。 
 支給対象者の皆様には、大変なご迷惑をお
かけいたしましたことを心よりお詫び申し
上げます。 
※問合せ先 福祉課 子育て支援係 
 ３３－１２９３ 

行政相談所の開設 
 行政機関等に対する苦情や要望などは、行
政相談委員へお気軽にご相談ください。 
今月は、次の日程で行政相談所を開設いた

します。相談の内容は秘密で、料金は無料で
す。お気軽にご相談ください。 
○日程：１１月２７日（金） 
○時間：午前９時３０分～正午 
○場所：老人福祉センター 
※問合せ先 総務課 
３３－６００２ 

平成２２年度保育所（園）入所のご案内 
平成２２年度保育所（園）入所受け付けを

１１月３０日（月）から１２月２８日（月）
まで、次の要領により各保育所（園）等で行
います。入所申請書等は各保育所（園）、福祉
課、新田支所、上新田地区町民サービスコー
ナーに１１月２４日（火）から設置いたしま
す。 
入所申請書は、入所希望の保育所（園）に

（町外については福祉課へ）提出してくださ
い。 
☆保育所（園）へ入所できる条件 
①家庭外労働 
家庭の外で仕事に従事しているため保育で
きない。 

②家庭内労働（内職、自営等） 
家庭の中で日常の家事以外の仕事をしてい
るため保育ができない。 

③母親の出産前後 
出産前後で保育ができない。 

④病気、障がい 
長期の病気、障がいのため、又はその看護
により保育ができない。 

⑤家庭の災害 
火災、地震等の災害で家屋を損失した場合、
その復旧の間。 

※上記に該当する場合でも、児童の親族等で
保育のできる方が同居している場合は入所
の対象になりません。 

≪町内認可保育所（園）一覧≫ 
＜施設名・定員・所在地・電話番号＞ 

新田保育所   60名 麓    33-3848 
いずみ保育園  45名 六反田  33-0323 
上富田保育園  60名 八 幡  33-2617 
ひとつせ保育園 60名 江梅瀬  33-3075 
八幡保育園   60名 八 幡  33-2416 
新町保育園   60名 新 町  33-3651 
のぞみ保育園  60名 平伊倉  33-0216 
一真保育園   60名 成法寺  33-4141 
下新田保育園  45名 新田新町 33-1025 
上新田保育園  90名 一丁田  35-1320 
※問合せ先 福祉課 
３３－１２９３ 

又は各保育所・保育園まで 

町体育館駐車場は使用できません 
 町体育館合併浄化槽設置工事のため、１１
月中旪から来年１月中旪まで、町体育館駐車
場を駐車禁止といたします。 
体育館利用者の駐車については、役場及び

周辺の駐車場をご利用ください。 
※問合せ先 生涯学習課 
３３－６０８０ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源物の回収 
新富町地域婦人連絡協議会では、ごみを減

らし再利用・再資源化を進めていくため、毎
月第２、４月曜日に資源物の回収を行ってい
ます。町民の皆様のご協力をお願いします。 

○日 程：１２月１４日（月）及び 
     １２月２８日（月） 

○時 間：午前７時～午前９時 

○回収場所：町体育館・西体育館・上新田公
民館（各駐輪場） 

○収集物：古紙（新聞紙・チラシ）、雑誌（古
本）、ダンボール、牛乳パック（そ
れぞれ紐で縛ること） 

※問合せ先 新富町地域婦人連絡協議会 

 会長：橋口
はしぐち

澄子
すみこ

 ３３－２５１４ 
生涯学習課 

３３－６０８０ 

新富町文化会館のお知らせ 
◆休館日のお知らせ 
毎週月曜日が休館日となっておりますが、

１１月２３日は祝日のため開館し、翌２４日
（火）が休館日となります。 
◆11月の自主文化事業のご案内 
「ハンドベルとコーラスの集い」 
○日程：１１月１５日（日） 
○時間：午後１時３０分開演 
○場所：大ホール（全席自由） 
○料金：一律３００円（当日５００円） 
「海援隊トーク＆ライブ」≪完売御礼≫ 
○日程：１１月２１日（土） 
○時間：午後６時開演 
○場所：大ホール（全席指定） 
※問合せ先 新富町文化会館 
 ３３－６２０５ 

老朽消火器にご注意！ 
 老朽化した消火器が破裂し受傷したとみら
れる事故が相次いで発生しています。 
次の点に注意し、事故防止にご協力をお願い

します。 
○消火器が風雨にさらされる場所や湿潤な場
所等に設置されていないかを確認するとと
もに、消火器の状態を点検し、腐食が進んで
いるものは絶対に使用しないこと。 

○不要になった消火器については、放射、解体
等の廃棄処理を自ら行うことなく、回収を行
っている事業者に廃棄処理を依頼すること。
特に腐食が進んでいる加圧式の消火器は、容
器破裂の危険性が大きいので、速やかに廃棄
処理を依頼することが望ましい。 

※問合せ先 総務課 
 ３３－６０６１ 

家屋を解体した際の届出 
 家屋の固定資産税は、１月１日現在建って
いるものを対象として、その年度に課税され
ます。 
 課税されている家屋を壊された場合は現地
へ確認・調査に伺いますので、お早めに税務
課までご連絡いただき、家屋滅失届の提出を
お願いします。 
※問合せ先 税務課 
３３－６０７５ 

新富町商工業研修ｾﾝﾀｰのご案内 
 新富町商工業研修センターでは、大小各種
会議室の貸出をしております。町民の方であ
れば休館日も低料金でご利用できますので、
詳しくは新富町商工会までお問い合わせくだ
さい。 
※問合せ先 新富町商工会 
３３－１２３１

ｺﾐｭﾆﾃｨ助成事業 放送設備を設置 
 この度、財団法人自治総合センターが行っ
ている宝くじの助成を受けた、平成２１年度
一般コミュニティ助成事業「伊倉地区自治公
民館放送設備整備事業」により、伊倉地区集
会所に放送設備が設置されました。今後の地
区活動に活用していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※問合せ先 生涯学習課 
３３－１０２２

シラスウナギの特別採捕 
 １１月１１日（水）から平成２２年２月２
４日（水）まで、県内各河川において、シラ
スウナギ（うなぎの稚魚）の特別採捕が行わ
れています。シラスウナギの採捕には、知事
の特別採捕許可が必要であり、許可を受けて
いない者が採捕すると、犯罪行為として刑罰
に処せられます。（本年度の許可申請の受付は
終了しました）また、「うなぎ稚魚の取扱いに
関する条例」に基づく県の登録を受けずに、
全長２５㎝以下のうなぎ稚魚の所持・売買等
を行った場合も同様に処罰されますのでご注
意ください。 
※問合せ先 宮崎県農政水産部水産政策課 
０９８５－２６－７１４６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権啓発コーナー 

「犯
はん

罪
ざい

被
ひ

害
がい

者
しゃ

等
とう

の人
じん

権
けん

」 

 犯
はん

罪
ざい

被
ひ

害
がい

者
しゃ

等
とう

ということばは、犯
はん

罪
ざい

の被
ひ

害
がい

者
しゃ

とその家
か

族
ぞく

や遺
い

族
ぞく

のことです。犯
はん

罪
ざい

に

まきこまれてしまった被
ひ

害
がい

者
しゃ

はもちろん、ま

わりのひともつらい思
おも

いをしています。 

 被
ひ

害
がい

にあったことに対
たい

しての精
せい

神
しん

的
てき

ショ

ックや体
からだ

の不
ふ

調
ちょう

。外
がい

出
しゅつ

ができなくなった

り、今
いま

までできていた日
にち

常
じょう

のことができな

くなったり、「また同
おな

じような目
め

にあうので

はないか」という不
ふ

安
あん

や恐
きょう

怖
ふ

を感
かん

じたり、医
い

療
りょう

費
ひ

等
とう

の負
ふ

担
たん

による経
けい

済
ざい

的
てき

な困
こん

難
なん

などで

す。このように、犯
はん

罪
ざい

被
ひ

害
がい

者
しゃ

等
とう

の人
ひと

たちは大
たい

変
へん

なおもいをしていますが、むりに励
はげ

まそう

としないほうがいい場
ば

合
あい

もあります。励
はげ

まさ

れることを負
ふ

担
たん

に感
かん

じたりする人
ひと

もいるか

らです。苦
くる

しんでいる人
ひと

のことをよく理
り

解
かい

し、お互
たが

いに支
ささ

え合
あ

う社
しゃ

会
かい

をつくりましょ

う。 

「もし、自分
じぶん

がその立場
たちば

だったら」とつねに

考
かんが

え差別
さべつ

のない平和
へいわ

な社会
しゃかい

をつくりましょ

う。 

※問合せ先 総務課 

３３－６００２

「女性の人権ホットライン」強化週間 
 宮崎地方法務局では、女性をめぐる様々な
人権問題の解決を図るため、女性専用の相談
電話を開設しています。 
 通常、平日（土曜・日曜、祝日を除く）の
午前８時３０分から午後５時１５分まで相
談に応じていますが、全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間として、次のとおり、
相談受付時間を延長して応じることとして
います。相談は無料で、秘密を守られます。
どうぞご利用ください。 
○女性専用電話：０５７０－０７０－８１０ 
○実施期間：１１月１５日（日）～２１日（土） 
○受付時間 
・平日  午前８時３０分～午後７時 

 ・土・日 午前１０時～午後５時 
※問合せ先 宮崎法務局人権擁護課 
 ０９８５－２２－５１２４ 

第６１回 人権週間 
 わが国では、第２３年第３回国際連合総会
において、世界人権宣言が採択されたことに
由来して、１２月４日から１０日までの１週
間を「人権週間」としています。 
 法務省及び全国人権擁護委員連合会では、
本年度の啓発活動重点目標を「みんなで築こ
う人権の世紀～考えよう 相手の気持ち 
育てよう 思いやりの心～」と定め、私たち
一人ひとりが身近な差別や偏見について考
え、お互いの人権を尊重する社会づくりを目
指しています。 
☆こんな時には人権擁護委員に 
 人権が侵されたり、侵されるおそれがある
とき、いじめ、体罰、土地建物、金銭の貸し
借り、そのほか家庭内の問題などいろいろな
ことでお困りの方は、お近くの人権擁護委員
又は宮崎地方法務局人権擁護課（☎
0985-22-5124）に相談ください。相談は無料
で秘密は固く守られます。安心してご相談く
ださい。 
☆無料人権相談所の開設 
○日程：１２月４日（金） 
○時間：午前１０時～午後３時 
○場所：上新田公民館 
○相談員：人権擁護委員 
☆なお、宮崎公証人会においても同週間にあ
わせ、公正証書遺言等の無料相談を実施しま
す。詳しくは、お近くの公証人役場までご連
絡ください。 
※問合せ先 町民生活課 
 ３３－６０７１ 

心の健康相談 
 あなたは、このようなことで悩んでいませ
んか？ 
・眠れない。 
・おちこんで何もやる気がでない。 
・お酒のことで困っている。 
・学校や会社へ行けず長期間引きこもってい 
る。 

 高鍋保健所では、専門の医師と保健師が心
の問題で悩んでいる方（本人や家族等）の相
談に応じます。相談は無料で秘密は守られま
す。事前の予約が必要となりますので、まず
はご連絡ください。 
○日程 
・平成２１年１１月２５日（水） 
・平成２２年１月２７日（水） 
・平成２２年２月２４日（水） 
・平成２２年３月２４日（水） 

○時間：午後２時～４時（予約制） 
○場所：高鍋保健所 
※問合せ先 高鍋保健所 
０９８３－２２－１３３０


